
議案第１２号 

八幡浜市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  平成３１年２月２６日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

 八幡浜市立幼稚園条例（平成１７年条例第９２号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で

示すように改正する。ただし、改正後の欄に掲げる規定で改正前の欄にこれに対

応するものを掲げていないものは、これを加えるものとする。 

改正後 改正前 

  

別表第２  別表第２  

階層 

区分 
定義 

保育料 

（１箇月） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による被保

護世帯及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法

律第３０号）による支援給

付受給世帯 

０円 

Ｂ Ａ階層を除き、市町村民税

非課税世帯及び均等割のみ

課税の世帯 

３，０００

円 

Ｃ Ａ階層を除き、市町村民税

所得割が課税される世帯 

５，７００

円 
 

階層 

区分 
定義 

保育料 

（１箇月） 

Ａ 生活保護法（昭和２５年法

律第１４４号）による被保

護世帯及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進並びに

永住帰国した残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法

律第３０号）による支援給

付受給世帯 

０円 

Ｂ Ａ階層を除き、市町村民税

非課税世帯及び均等割のみ

課税の世帯 

３，０００

円 

Ｃ Ａ階層を除き、市町村民税

所得割が課税される世帯 

５，７００

円 
 

備考 備考 

１ この表    における「均等割」とは、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１号に規定する均等割

をいう。 

１ この表のＢ階層における「均等割」とは、

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

２９２条第１項第１号に規定する均等割

の額をいい、Ｃ階層における「所得割」と

は、同項第２号に規定する所得割（この所

得割を計算する場合には、同法第３１４条

の７及び第３１４条の８並びに同法附則

第５条第３項、第５条の４第６項及び第５

条の４の２第６項の規定は適用しないも

のとする。）の額をいう。 
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２ この表における「所得割」とは、地方税

法第２９２条第１項第２号に規定する所

得割をいい、その額を計算する場合には、

次の各号に定めるところによる。 

 

(1) 子ども・子育て支援法施行規則（平

成２６年内閣府令第４４号）第２０条で

定める規定による控除をされるべき金

額があるときは、当該金額を加算して得

た額とする。 

 

(2) 市町村民税の賦課期日において指定

都市（地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２５２条の１９第１項に規定す

る指定都市をいう。以下この号において

同じ。）の区域内に住所を有する者であ

るときは、その者を指定都市以外の市町

村の区域内に住所を有するものとみな

して算定する。 

 

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行

令（昭和３９年政令第２２４号）第１条

第２号及び第２条第２号に掲げる女子

及び男子は、地方税法第２９２条第１項

第１１号に規定する寡婦又は同項第１

２号に規定する寡夫とみなし、同法第３

１４条の２第１項（第８号に係る部分に

限る。）及び第３項の規定を適用したも

のとみなして算定する。 

 

３ 市町村の条例で定めるところにより所

得割を免除された者並びに地方税法第２

９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、

若しくは夫と離婚した後婚姻をしていな

い者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によら

ないで母となった女子であって、現に婚姻

（届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にある場合を含む。）をしてい

ないもの」と読み替えた場合に同法第２９

５条第１項（第２号に係る部分に限る。以

下この項において同じ。）の規定により当

該所得割が課されないこととなる者及び

同法第２９２条第１項第１２号中「妻と死

別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をして

いない者又は妻の生死の明らかでない者

で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻に

よらないで父となった男子であって、現に

婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある場合を含む。）をし

ていないもの」と読み替えた場合に同法第

２９５条第１項の規定により当該所得割

が課されないこととなる者であるときは、

これらの者は、所得割を課されない者とみ

なす。 

 

４ （略） ２ （略） 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の八幡浜市立幼稚園条例別表第２備考の規定は、平成

３０年９月分以後の保育料について適用し、同年８月分以前の保育料について

は、なお従前の例による。 

 

提案理由 

  子ども・子育て支援法施行令及び子ども・子育て支援法施行規則の一部改正

に伴い、所要の改正を行うため。 
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